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男女共同参画の推進状況
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①男性の方が非常に優遇されている ②どちらかといえば男性の方が優遇されている
③平等 ④どちらかといえば女性の方が優遇されている
⑤女性の方が非常に優遇されている ⑥無回答
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①そう思う ②どちらかといえばそう思う ③どちらかといえばそう思わない ④そう思わない ⑤無回答

(1) 男は外で働き、女は家庭を守るべきである

(2) 自治会などの団体の代表者は、男性の方がうまくいく

(3) 女性には細やかな気配りが、男性にはいざというときの決断力が必要だ

(4) 子育ては、やはり母親でなくてはと思う

(5) 家事、介護は女性の方が向いていると思う

１ 社会全体における男女の地位

の平等感

男女の回答を比較すると、「男

性の方が優遇されている」とする

回答は女性（82.2％）の方が男性

（68.6％）を13.6ポイント上回っ

ており、平成26年調査（男女ポイ

ント9.0ポイントの差）に比べ、男

女の意識の差が広がっています。

１．慣行・意識、教育・学習の状況

（1）慣行・意識の状況

図１ 社会全体における男女の地位の平等感

２-１ 性別役割分担に関する意識

固定的な性別役割分担意識を示す

「(1) 男は仕事、女は家庭」につい

ては、７割以上が否定的ですが、そ

れ以外の質問については半数以上が

固定的な性別役割分担意識に肯定的

です。

特に「(3) 女性は気配り、男性は

決断力」、「(4) 子育ては母親」へ

の肯定割合が高くなっています。

図２-１ 性別役割分担に関する意識①

資料：島根県「令和元年男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」

資料：島根県「令和元年男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」
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※ 小数点第２位を四捨五入して小数点第１位までで表示。構成比を合計しても100％とならないことがある。

※ 小数点第２位を四捨五入して小数点第１位までで表示。構成比を合計しても100％とならないことがある。
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図２-３ 固定的な性別役割分担意識（※）に否定的な人の割合

資料：島根県「島根県政世論調査」

２-３ 固定的な性別役割分担意識

に否定的な人の割合

過去10年を見ると、固定的な性

別役割分担意識に否定的な人の割

合は徐々に向上（令和３年度：

79.2％）しており、固定的な性別

役割分担意識の一定の解消が図ら

れてきています。

目標値：82.0％（R3）

88.0％（R8）

※「男は外で働き、女は家庭を守る」というような、固定的な性別による役割分担の考え方について、
「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」と答えた人の割合
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資料：島根県「令和３年度島根県政世論調査」

２-２ 性別役割分担に関する意識

「男は外で働き、女は家庭を守

るべきである」という固定的な性

別役割分担について、『そう思わ

ない（③＋④）』と答えた人の割

合が79.2％となっています。

性別では、『そう思わない（③

＋④）』と答えた人の割合が、女

性（81.8％）の方が男性

（77.6％）を4.2ポイント上回って

います。

年齢では、『そう思わない（③

＋④）』と答えた人の割合が、18

～69歳までは８割を超えています

が、70歳以上は68.0％となってお

り、年代による差が大きくなって

います。

（性別）

図２-２ 性別役割分担に関する意識②

男は外で働き、女は家庭を守るべきである
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３ 高等学校卒業者の進路別割合

大学等に進学する女性の割合

は、男性より5.6ポイント高くなっ

ています。

また、専修学校に進学する女性

の割合は男性より6.1ポイント高く

なっています。

一方、就職する女性の割合は男

性より10.2ポイント低くなってい

ます。

（２）教育・学習の状況

図３ 高等学校卒業者の進路別割合

※１ 「大学等」、「専修学校等」には就職進学者を含む。
※２ 「専修学校等」には公共職業能力開発施設等を含む。
※３ 「就職」は就職進学・入学者を除く。
※４ 小数点第２位を四捨五入して小数点第１位までで表示。構成比を合計しても100％とならないことがある。
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資料：島根県「学校基本調査」［各年５月１日現在］
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資料：島根県「令和元年男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」
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①妻がすることが多い ②妻と夫が同じ程度分担 ③夫がすることが多い

④主に親や子どもなど夫婦以外 ⑤該当する仕事はない ⑥無回答

(7) 地域活動への参加（自治会・PTAなど）

(6) 家庭における重大な事柄の決定

(5) 介護の必要な高齢者・病人の世話

(4) 小さい子どもの世話

(3) 掃除

(2) 食事のかたづけ

(1) 食事のしたく

図４ 家庭における役割分担４ 家庭における役割分担

日常生活における家庭の仕事等

のうち、家事・育児・介護に関す

る(1)～(5)の５項目は、「該当す

る仕事はない」場合を除いてすべ

て妻がすることが多くなっていま

す。

一方で、「(6) 家庭における重

大な事柄の決定」、「(7) 地域活

動への参加（自治会・PTAなど）

」では夫が半数近くを占め、最も

多くなっています。

（１）家庭における状況

２．ワーク・ライフ・バランスの状況

(％)

※ 小数点第２位を四捨五入して小数点第１位までで表示。構成比を合計しても100％とならないことがある。
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５ 仕事、家庭生活、地域・個人

の生活についての優先度

希望優先度としては、「仕事」と

「家庭生活」をともに優先したい人

の割合が33.7％と最も高く、「家庭

生活」を優先したい人の割合

(20.4％)、「仕事」と「家庭生活」

と「地域・個人の生活」をともに優

先したい人の割合(19.6％)が続いて

います。

ただ、現実(現状)では、女性は

「家庭生活」を優先している人の割

合(29.6％)が高く、男性は「仕事」

を優先している人の割合(31.9％)が

高くなっています。
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3.8 

0.7 

3.7 

0 20 40 60 80 100

H26

n=531

R元

n=379

H26

n=510

R元

n=494

H26

n=1,044

R元

n=896

①「仕事」を優先
②「家庭生活」を優先
③「地域・個人の生活」を優先
④「仕事」と「家庭生活」をともに優先
⑤「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先
⑥「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
⑦「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
⑧無回答

36.9 

31.9 

22.2 

18.0 

29.6 

24.2 

12.2 

13.5 

28.8 

29.6 

20.4 

22.4 

4.9 

4.5 

3.1 

3.6 

4.0 

4.0 

22.0 

25.1 

25.3 

25.9 

23.7 

25.2 

9.0 

7.1 

2.4 

3.2 

5.7 

4.9 

5.6 

6.3 

9.0 

8.5 

7.4 

7.5 

8.5 

8.7 

8.6 

7.1 

8.5 

7.8 

0.8 

2.9 

0.6 

4.0 

0.7 

3.9 

0 20 40 60 80 100

H26

n=531

R元

n=379

H26

n=510

R元

n=494

H26

n=1,044

R元

n=896

①「仕事」を優先
②「家庭生活」を優先
③「地域・個人の生活」を優先
④「仕事」と「家庭生活」をともに優先
⑤「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先
⑥「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
⑦「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
⑧無回答

図５ 仕事、家庭生活、地域・個人の生活についての優先度

(1) 希望

(％)

(2) 現実（現状）

(％)

全体

女性

男性

資料：島根県「令和元年男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」

全体

女性

男性

※ 小数点第２位を四捨五入して小数点第１位までで表示。構成比を合計しても100％とならないことがある。
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６ 事業所における雇用環境の

整備状況

平成29年度調査に比べ令和２年

度調査では、育児休業制度、介護

休業制度の規程を設けている事業

所が増加しています。

育児休業制度については、９割

以上（令和２年度：92.1％）の事

業所において規程が設けられてい

ます。

目標値：100％（R2）

（２）事業所における状況

７ 育児休業制度・介護休業制度

を利用した労働者がいる事業所

の割合

育児休業制度を利用した労働者

がいる事業所の割合は、平成17年

度調査以降初めて減少しました。

介護休業制度を利用した労働者

がいる事業所の割合は、平成29年

度調査に比べ増加したものの、依

然として低い状況です。

44.0
40.0

36.5

44.2

51.4 52.9

61.2
56.4

10.7
4.4 4.3 5.3 3.3 2.5 2.5 4.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H11

(1999)

H14

(2002)

H17

(2005)

H20

(2008)

H23

(2011)

H26

(2014)

H29

(2017)

R2

(2020)

育児休業制度を利用した労働者がいる事業所の割合

介護休業制度を利用した労働者がいる事業所の割合

※ 平成20年度調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「５人以上」に拡大

図６ 事業所における雇用環境の整備状況

（％）

図７ 育児休業制度・介護休業制度を利用した労働者がいる事業所の割合

資料：島根県「労務管理実態調査」

80.1

86.7 87.9 85.9
90.2 89.5 89.0

92.1

63.7

78.5
80.9

78.1
82.3 83.7 81.8

85.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H11

(1999)

H14

(2002)

H17

(2005)

H20

(2008)

H23

(2011)

H26

(2014)

H29

(2017)

R2

(2020)

育児休業制度

介護休業制度

（％）

資料：島根県「労務管理実態調査」

※1 平成20年度調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「５人以上」に拡大

※2 平成23年度調査より、調査対象労働者を「1歳未満の子を養育する労働者」から「１歳６ヶ月未満の子を養育する労働者」に拡大

※3 令和２年度調査より、調査対象者を「１歳６ヶ月未満の子を養育する労働者」から「２歳未満の子を養育する労働者」に拡大
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８ 育児休業制度を利用した

労働者の割合

育児休業制度を利用した労働者

の割合は、平成17年度以降、３割

程度（令和２年度：33.3％）で推

移しています。

目標値：育児休業制度を利用し

た労働者の割合

40.0％（R2）

女性労働者のうち育児休業制度

を利用した人の割合は、減少傾向

です。

男性労働者のうち育児休業制度

を利用した人の割合は、平成29年

度調査に比べ増加したものの、依

然として低い状況です。

目標値：男性の育児休業制度を

利用した割合

30.0％（R8）

９ こっころカンパニー認定

企業数

こっころカンパニー認定企業数

は毎年増加しており、令和３年度

末は411社です。

目標値：410社（R3）

560社（R8）

図８ 育児休業制度を利用した労働者の割合

※ こっころカンパニー：従業員の子育てを積極的に応援する企業を認定し、
県の入札や融資制度などで優遇する制度（平成19年度制度開始）

36.5
33.7

37.0
34.0 34.7 33.3

94.8

70.0

89.5

81.5
77.0

74.1

0.0 2.5 0.5 1.1 1.1 2.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H17

(2005)

H20

(2008)

H23

(2011)

H26

(2014)

H29

(2017)

R2

(2020)

育児休業制度を利用した人の割合（男女計）

育児休業制度を利用した人の割合（女性）

育児休業制度を利用した人の割合（男性）
（％）

226
244

256 263 267 273
299

324

368

411

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

（社）
図９ こっころカンパニー認定企業数

資料：島根県女性活躍推進課調査 ［各年度３月31日現在］

資料：島根県「労務管理実態調査」

※1 平成20年度調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「５人以上」に拡大

※2 平成23年度調査より、調査対象労働者を「1歳未満の子を養育する労働者」から「１歳６ヶ月未満の子を養育する労働者」に拡大

※3 令和２年度調査より、調査対象者を「１歳６ヶ月未満の子を養育する労働者」から「２歳未満の子を養育する労働者」に拡大
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10-1 地方議会における女性の

議員の割合（県内）

令和３年12月31日現在で、県議

会の女性議員の割合は8.8％、市議

会の女性議員の割合は11.5％、町

村議会の女性議員の割合は6.5％と

なっています。

３．様々な分野における男女共同参画の状況

（1）政策・方針決定過程における状況

8.1 8.3
8.8

8.1
8.1

8.3 8.3 8.1
8.6 8.8

6.1
7.1 7.4

7.1 7.5

9.6 9.6
10.3

11.5 11.5

4.5
5.4

7.1

8.1
7.9

6.3
5.5

4.7 4.8

6.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

県 市 町村

（％） 図10-1 地方議会における女性の議員の割合（県内）

資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び⾧の所属党派別人員調等」［各年12月31日現在］

10-2 地方議会における女性の

議員の割合

（都道府県議会議員）

令和３年12月31日現在で、県議

会の女性議員の割合は8.8％（全国

28位）で、全国平均11.8％と比べ

て低くなっています。

県議会には３名の女性議員が選

出されています。

資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び⾧の所属党派別人員調等」［各年12月31日現在］

8.1 8.3 8.8
8.1 8.1 8.3 8.3 8.1

8.6 8.88.7 8.8
8.9
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11.4 11.5 11.8
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H27
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H28
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H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

島根県 全国（都道府県）

（％）
図10-2 地方議会における女性の議員の割合（都道府県議会議員）

(3/34人)

(21/182人)

(8/124人)

(3/34人)
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10-3 地方議会における女性の

議員の割合

（市(区)議会議員）

令和３年12月31日現在で、島根

県内の市議会の女性議員の割合は

11.5％（全国39位）で、全国平均

17.5％と比べて低い状況です。

市議会には21名の女性議員が選

出されています。

6.1
7.1 7.4 7.1 7.5

9.6 9.6
10.3

11.5 11.5

13.4 13.6 13.8
14.5 14.6 14.9 15.3

16.6 16.8
17.5
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H26
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H28
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H30

(2018)
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R3

(2021)

島根県（市） 全国（市区）

（％）
図10-3 地方議会における女性の議員の割合（市(区)議会議員）

資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び⾧の所属党派別人員調等」［各年12月31日現在］

10-4 地方議会における女性の

議員の割合

（町村議会議員）

令和３年12月31日現在で、島根

県内の町村議会の女性議員の割合

は6.5％（全国45位）で、全国平均

11.7％と比べて低い状況です。

町村議会には８名の女性議員が

選出されています。

資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び⾧の所属党派別人員調等」［各年12月31日現在］

4.5
5.4

7.1
8.1 7.9

6.3
5.5

4.7 4.8

6.5

8.6 8.7 8.9
9.5 9.8 9.9 10.1

11.1 11.3 11.7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27
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R1
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R2
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島根県（町村） 全国（町村）

（％）
図10-4 地方議会における女性の議員の割合（町村議会議員）

(8/124人)

(21/182人)
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11 審議会等における女性の

委員の割合

審議会等の女性の参画率は、県

では47.6％（令和４年４月現在）

と、平成18年度以降40％を上回っ

ています。

目標値：50.0％（R3)

50.0％（R8）

全国と比較してみると、全国平

均を上回っています（令和３年

度：島根県47.0％（全国４位）、

全国37.5％）。

一方、市町村では27.1％（令和

４年４月現在）と、近年概ね横ば

いで推移しています。

また、全国と比較してみると、

全国平均を下回っています。（令

和３年度：島根県内市町村29.7％

（全国39位）、全国26.5％）

※１ 数値は目標の対象である審議会等の登用率
※２ 平成25年度の島根県（県）値は平成25年３月31日現在

平成26年度の島根県（県）値は平成26年３月31日現在
それ以外の数値は原則４月１日現在

※３ 第３次男女参画計画の策定（平成28年３月策定）にあたって、調査対象とする審議会等の範囲を
拡大させたことから、平成27年度の島根県（県）値は再算定値

41.3 42.3
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42.4
44.6 45.9 46.5 47.2 47.0 47.6

26.2 26.3 26.8 27.1 26.1 26.3 26.6 25.8 26.5 27.1

34.5 35.3 35.9 36.4 36.7 36.7 37.1 37.0 37.5
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29.4 29.5 29.7
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R4

(2022)

島根県（県） 島根県（市町村）

全国（都道府県） 全国（市区町村）

図11 審議会等における女性の委員の割合

（％）

12 防災会議における女性の委員

の割合（会長を含む）

防災会議における女性委員の割

合は、県では42.5％（令和４年４

月現在）と、平成29年度以降40％

を上回っています。

目標値：50.0％（R8）

全国と比較してみると、全国平

均を大きく上回っています（令和

３年度：島根県40.3％（全国３

位）、全国16.1％）。

一方、市町村では13.0％（令和

４年４月現在）と、近年徐々に増

加しています。

また、全国と比較してみると、

全国平均とほぼ同水準となってい

ます。（令和３年度：島根県内市

町村9.5％（全国23位）、全国

9.3％）

※ 平成25年度の島根県（県）値は平成25年３月31日現在
平成26年度の島根県（県）値は平成26年３月31日現在
それ以外の数値は原則４月１日現在
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島根県（県） 島根県（市町村）

全国（都道府県） 全国（市区町村）

図12 防災会議における女性の委員の割合（会長を含む）

（％）

資料：Ｒ４島根県（県）値、Ｒ４島根県（市町村）値 島根県女性活躍推進課調査
上記以外 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は

女性に関する施策の推進状況」（原則４月１日現在）

(島根) (島根)

(島根)(全国) (全国)

(全国)

資料：Ｒ４島根県（県）値、Ｒ４島根県（市町村）値 島根県女性活躍推進課調査
上記以外 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は

女性に関する施策の推進状況」（原則４月１日現在）
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13-1 県職員の管理職に占める

女性の割合

令和４年４月１日現在で、島根

県職員の管理職に占める女性の割

合は、14.1％です。

目標値：15.0％（R2～6）

図13-1 県職員の管理職に占める女性の割合

資料：島根県人事課調査［各年４月１日現在］

13-2 県・市町村職員における

女性の管理職の割合

県及び市町村職員における女性

の管理職の割合については、県、

市町村とも前年に比べて増加して

います。

令和３年４月１日現在で、県職

員における女性の管理職の割合は

14.0％（全国10位）で、全国平均

11.8％と比べて高いです。

市町村職員における女性の管理

職の割合は22.3％（全国７位）

で、全国平均16.5％と比べて高い
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島根県（県） 島根県（市町村）

全国（都道府県） 全国（市区町村）

（％）

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」
（原則４月１日現在）

図13-2 県・市町村職員における女性の管理職の割合

県内公務員の女性の管理職の割合

（％）

※ 病院職員、教育職員、警察職員を除く。

※１ 教育関係機関の教育職は除く。
※２ 都道府県の警察における地方警務官及び特定地方警務官は国家公務員となるため

管理職には含まない。ただし、国からの出向で、各地方公共団体の定数に含まれる職員は含む。
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（％） 図13-3 公立学校における女性の管理職の割合（小学校）13-3 公立学校における女性の

管理職の割合（小学校）

令和４年４月１日現在で小学校

において、昨年度に比べて女性の

校長の割合はほぼ横ばい、女性の

教頭の割合は増加しています。

女性の教頭の割合は令和元年度

以降大きく増加しています。

4.1 4.1
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島根県（校⾧） 島根県（教頭）

（％）
図13-4 公立学校における女性の管理職の割合（中学校）

【参考】

文部科学省「令和２年度公立学校教職員の人事行政状況調査」

令和３年４月１日現在

全国（校⾧） 23.4％

全国（教頭） 29.9％

【参考】

文部科学省「令和２年度公立学校教職員の人事行政状況調査」

令和３年４月１日現在

全国（校⾧） 8.6％

全国（教頭） 16.4％

資料：島根県教育委員会調査［各年４月１日現在］

資料：島根県教育委員会調査［各年４月１日現在］

13-4 公立学校における女性の

管理職の割合（中学校）

令和４年４月１日現在で中学校

において、女性の校長の割合と教

頭の割合はともに昨年度に比べて

増加しています。

また、年度ごとに増減はあるも

のの、平成28年度以降、女性の校

長及び教頭の割合はともに増加傾

向です。
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（％） 図13-5 公立学校における女性の管理職の割合（高等学校）
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（％）
図13-6 公立学校における女性の管理職の割合（特別支援学校）

【参考】

文部科学省「令和２年度公立学校教職員の人事行政状況調査」

令和３年４月１日現在

全国（校⾧） 8.4％

全国（教頭） 12.7％

【参考】

文部科学省「令和２年度公立学校教職員の人事行政状況調査」

令和３年４月１日現在

全国（校⾧） 25.6％

全国（教頭） 34.0％

資料：島根県教育委員会調査［各年４月１日現在］

資料：島根県教育委員会調査［各年４月１日現在］

13-5 公立学校における女性の

管理職の割合（高等学校）

令和４年４月１日現在で高等学

校において、女性の校長の割合と

教頭の割合はともに昨年度に比べ

て横ばいです。

また、校長においては令和元年

度以降、教頭においては令和２年

度以降、ともに増加傾向です。

13-6 公立学校における女性の

管理職の割合

（特別支援学校）

令和４年４月１日現在で特別支

援学校において、女性の校長の割

合と教頭の割合はともに昨年度に

比べて増加しています。

また、女性の校長の割合は、平

成30年度0.0％から令和４年度

41.7％と、大きく増加していま

す。
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14 労働力率

男女別労働力率を年齢５歳階級

別に見ると、島根県の女性は、Ｍ

字の底となる年齢が30～34歳と全

国より若く、またＭ字型カーブで

はなく、台形に近くなっていま

す。

資料：総務省統計局「令和２年国勢調査」
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図14 労働力率
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（2）職場における状況

資料：総務省統計局「令和２年国勢調査」
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15 女性を役職に登用している

事業所の割合

女性を何らかの役職に登用して

いる事業所の割合は年々高まって

います。

平成26年度以降は６割を超え、

令和２年度は66.9％となっていま

す。

目標値：65.0％（R2）

16 しまね女性の活躍応援企業

登録数

「しまね女性の活躍応援企業」の

登録数は毎年増加しており、令和

３年度末は312社です。

目標値：350社（R3）

625社（R8）

※ 平成20年度調査より、調査対象事業所を「10人以上」から「5人以上」に拡大

51.5
54.8

57.1
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図15 女性を役職に登用している事業所の割合

図16 しまね女性の活躍応援企業登録数
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資料：島根県女性活躍推進課調査［各年度３月31日現在］

資料：島根県「労務管理実態調査」

※ しまね女性の活躍応援企業：女性活躍の推進に向けて積極的に取り組む企業・団体を登録し、
県の契約や融資制度などで優遇する制度（平成28年度制度開始）
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17 ＰＴＡにおける女性の会長・

副会長の割合

令和４年７月現在で、ＰＴＡに

おける女性の会長の割合は、小学

校7.9％、中学校10.0％、県立高等

学校11.1％、特別支援学校58.3％

となっています。

一方、ＰＴＡにおける女性の副

会長の割合は、小学校39.7％、中

学校36.4％、県立高等学校

20.8％、特別支援学校45.7％と

なっています。

小学校、中学校、県立高等学校

においては、女性の会長に比べ、

女性の副会長の割合が大きくなっ

ています。

特別支援学校においては、女性

の会長、女性の副会長の割合がと

もに高くなっています。

（３）地域における状況

資料：島根県女性活躍推進課調査［各年７月１日現在］

図17 ＰＴＡにおける女性の会長・副会長の割合
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資料：島根県女性活躍推進課調査［各年７月１日現在］
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19 公民館における女性の館長の

割合

令和４年４月現在で、県内の公

民館長のうち8.9％が女性の公民館

長です。

（ただし、川本町は６月１日、美

郷町は５月25日現在、吉賀町は６

月29日現在）
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図18 自治会における女性の会長・副会長の割合18 自治会における女性の

会長・副会長の割合

令和４年４月現在で、県内の自

治会の会長は4.0％、副会長は

12.2％と非常に低い状況です。

（ただし、浜田市は６月１日、吉

賀町は６月29日現在）
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図19 公民館における女性の館長の割合

資料：島根県女性活躍推進課

資料：島根県値 島根県女性活躍推進課調査
全国値 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は

女性に関する施策の推進状況」（原則各年４月１日現在）

※１ 原則４月１日現在であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。
※２ 男女別が把握できている市町村のみ集計

※１ 原則４月１日現在であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。
※２ 公民館があり、なおかつ男女別が把握できている市町村のみ集計
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図20 しまね女性ファンドを活用した活動件数
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図21 島根県内の外国人住民人口

資料：島根県女性活躍推進課調査

20 しまね女性ファンドを活用

した新規の活動の採択件数

しまね女性ファンドを活用した

新規の活動の採択件数は、平成27

年度から令和２年度までの新規の

活動の採択件数の累計が116件と

なっています。

また、令和３年度の新規の活動

採択件数は10件となっています。

目標値：140件（H27～R2）

100件（R4～8）

21 島根県内の外国人住民人口

島根県内の外国人住民人口は増

加傾向となっていましたが、令和

元年以降はほぼ横ばいです。

50

資料：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
［平成25年人口は同年３月31日現在、平成26年以降は１月１日現在］
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図22 家族経営協定締結農家数
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資料：農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」［各年度３月31日現在］
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資料：島根県値 島根県農業経営課調査［各年度３月31日現在］
全国値 農林水産省「農業委員への女性の参画状況」
［各年10月１日現在。H27は９月１日現在］
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資料：島根県値 島根県農業経営課調査（H23～R元）、島根県農林水産総務課調査（R2～）
全国値 農林水産省「農業協同組合及び同連合会一斉調査」［各年10月１日現在］

22 家族経営協定締結農家数

家族経営協定を締結している

農家数は増加傾向が続いていまし

たが、近年は横ばい傾向に転じて

います。

目標値：221戸（R3）

221戸（R8）

23 女性の農業委員の割合

女性の農業委員の割合は平成29

年度に大きく増加し、増加傾向が

続いていましたが、令和２年度は

減少し、令和３年度は横ばいと

なっています。

目標値： 9.4％（R3）

30.0％（R8）

24 総合農業協同組合の

女性役員の割合

総合農業協同組合の女性役員

の割合は令和元年度に大きく増加

していますが、令和２年度以降は

横ばいとなっています。

目標値：15.0％（R8）

図24 総合農業協同組合の女性役員の割合

令和３年度数値

→ 令和４年10～11月頃

国公表予定

図23 女性の農業委員の割合
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25 ドメスティック・バイオレン

スの経験

ドメスティック・バイオレンス

の経験については、「①直接経験

したことがある」人に「②自分の

まわりに経験した（している）人

がいる」を加えると22.9％（前回

調査：25.9％）に上っています。

４．女性の人権に関する状況

26 配偶者暴力相談支援セン

ターの認知度

ＤＶ相談窓口である配偶者暴力

相談支援センターについて「知っ

ている」（①＋②）と回答した割

合は44.9％（前回調査：49.6％）

となっています。

目標値：80.0％（Ｒ元）

資料：島根県「令和元年男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」

図25 ドメスティック・バイオレンスの経験
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②直接経験したことはないが、自分のまわりに経験した(している)人がいる
③直接経験したことはなく、自分のまわりにも経験した(している)人はいないが、一般的な知識として知っている
④ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)という言葉を聞いたことはある
⑤そういう言葉は今まで聞いたことがない
⑥無回答

全体

女性

男性

図26 配偶者暴力相談支援センターの認知度
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資料：島根県「令和元年男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」

44.9 47.0

49.8
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42.3

40.4

53.7

54.4

(％)

知っている

（①＋②）

知らない

（③）

男性

女性

全体

※ 小数点第２位を四捨五入して小数点第１位までで表示。構成比を合計しても100％とならないことがある。

※ 小数点第２位を四捨五入して小数点第１位までで表示。構成比を合計しても100％とならないことがある。

22.9 92.5

自分や身近な人

が経験した

（している）

（①＋②）

知っている

（①＋②＋

③＋④）

25.9 94.5

26.5 91.1

29.6 95.5

18.7 95.3

22.4 94.0
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28 女性相談の主訴別相談件数

（令和３年度）

令和３年度にあった相談内容を

主訴別に見ると、夫婦間の問題

（「①夫等からの暴力」「②夫等

の薬物中毒・酒乱」「③離婚問

題」「④夫等その他」）が全体の

43.9％を占める状況です。

①夫等からの暴力

615件

14.5%

②夫等の薬物中毒・酒乱

1件

0.0%

③離婚問題

364件

8.6%

④夫等

その他の理由

875件

20.7%

子ども

関係

316件

7.5%

親族関係

443件

10.5%

交際相手からの暴力

25件 0.6%

交際相手その他

27件 0.6%

その他の者からの暴力等

115件 2.7%

家庭不和・その他

612件

14.5%

経済関係

87件

2.1%

医療関係

730件

17.3%

住居問題

20件 0.5%

令和３年度における

主訴別相談件数と割合

（総件数：4,230件）

①～④

夫婦間の問題

43.9％

1,855件

図28 女性相談の主訴別相談件数（令和３年度）

資料：島根県女性相談センター調査

27 女性相談の件数

全相談件数（電話及び面接の合

計）は、前年度に比べて247件増

加しました。

また、電話相談のうち夫等から

の暴力に関する相談が40件以上増

加しました。

資料：島根県女性相談センター調査

図27 女性相談の件数
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29 一時保護件数

近年、一時保護の７割程度がＤ

Ｖによるものとなっています。

資料：島根県女性相談センター調査
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図30 特定健康診査受診率30 特定健康診査受診率

特定健康診査受診率は平成26年

度以降全国平均を上回っており、

令和元年度は58.2％となっていま

す。

目標値：70.0％（R3）

資料：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」

（％）

令和２年度数値

→ 令和４年10月以降

国公表予定
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（女子人口

千人対）

図31 10代の人工妊娠中絶実施率［女子人口千人対］
31 10代の人工妊娠中絶実施率

［女子人口千人対］

10代の人工妊娠中絶実施率（15

～19歳女子人口千対）は、令和元

年度と比較して減少し、令和２年

度は2.9でした。

目標値：3.0以下（R3）

資料：厚生労働省「衛生行政報告例」
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4

○
◎

美
郷

町
1
2

1
2

1
8
.3

R
7
.7

.3
1

検
討

し
て

い
な

い
◎

邑
南

町
1
3

1
3

2
1
5
.4

R
7
.4

.3
0

検
討

し
て

い
な

い
◎

津
和

野
町

1
2

1
2

1
8
.3

R
4
.4

.3
0

○
◎

吉
賀

町
1
2

1
2

1
8
.3

R
7
.1

0
.2

9
検

討
し

て
い

な
い

◎

海
士

町
1
0

1
0

1
1
0
.0

R
5
.4

.3
0

検
討

し
て

い
な

い
○

西
ノ

島
町

1
0

1
0

0
0
.0

R
7
.2

.2
8

検
討

し
て

い
な

い
◎

知
夫

村
8

8
1

1
2
.5

R
5
.4

.2
9

検
討

中
◎

隠
岐

の
島

町
1
6

1
6

3
1
8
.8

R
7
.4

.3
0

検
討

し
て

い
な

い
◎

町
村

計
1
2
6

1
2
6

1
5

1
1
.9

合
　

計
3
0
7

3
0
3

3
5

1
1
.6

策
定

数
１

２
策

定
数

１
９

　
　

　
　

　
基

本
計

画
◎

は
、

女
性

活
躍

推
進

法
の

推
進

計
画

と
一

体
の

計
画

市
 町

 村
 名

 
議

員
定

数
議

 　
　

員
　

　
 実

　
　

 数

任
期

満
了

年
　

月
　

日
条

　
例

-26-


